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衆
議
院
議
員
中
谷
一
馬
君
提
出
第
五
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
の
素
案
に
示
さ
れ
た
「
原
発
依
存
度
は
可
能
な
限
り
低
減
」

と
の
表
明
と
乖
離
す
る
二
〇
三
〇
年
度
の
電
源
構
成
比
率
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
中
谷
一
馬
君
提
出
第
五
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
の
素
案
に
示
さ
れ
た
「
原
発
依
存
度
は
可
能
な
限
り
低

減
」
と
の
表
明
と
乖
離
す
る
二
〇
三
〇
年
度
の
電
源
構
成
比
率
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
第
五
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
の
素
案
」
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
基
本
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
一
号
）

第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
に
関
し
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項
を
処
理
す
る
総
合
資
源
エ

ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
が
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
新
た
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
の
案
に
つ
い
て
、

現
在
政
府
内
で
検
討
中
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

現
時
点
に
お
い
て
、
政
府
と
し
て
原
子
力
発
電
所
の
新
増
設
及
び
リ
プ
レ
ー
ス
は
想
定
し
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

原
子
力
発
電
所
の
再
稼
働
に
つ
い
て
は
、
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
」
（
平
成
二
十
六
年
四
月
十
一
日
閣
議
決
定
）
に
記

載
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
「
い
か
な
る
事
情
よ
り
も
安
全
性
を
全
て
に
優
先
さ
せ
、
国
民
の
懸
念
の
解
消
に
全
力
を
挙
げ
る

前
提
の
下
、
原
子
力
発
電
所
の
安
全
性
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
専
門
的
な
判
断
に
委
ね
、
原
子
力
規
制
委
員

一



会
に
よ
り
世
界
で
最
も
厳
し
い
水
準
の
規
制
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
判
断
を
尊
重
し
原
子
力
発

電
所
の
再
稼
働
を
進
め
る
。
そ
の
際
、
国
も
前
面
に
立
ち
、
立
地
自
治
体
等
関
係
者
の
理
解
と
協
力
を
得
る
よ
う
、
取
り
組

む
」
と
い
う
方
針
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
は
、
原
子
力
政
策
に
対
す
る
国
民
の
理
解
と
信
頼
の
獲
得
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
原
発
依
存
度
を
低
減
す
る
と
の
考
え
方
の
下
、
徹
底
し
た
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
推
進
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
最
大
限
の
導
入
、
火
力
発
電
所
の
高
効
率
化
等
に
取
り
組
む
こ
と
が
、
政
府
の
一
貫
し

た
方
針
と
な
っ
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
基
本
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
府

は
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
関
係
行

政
機
関
の
長
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
総
合
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
の
案
を

作
成
し
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
は
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
を
速
や
か
に
国
会
に
報
告
す
る
こ
と
等
と
さ
れ
て
い

二



る
。
政
府
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
き
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

三


